
JP 2021-69494 A5 2021.8.5

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和3年8月5日(2021.8.5)

【公開番号】特開2021-69494(P2021-69494A)
【公開日】令和3年5月6日(2021.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2021-021
【出願番号】特願2019-196400(P2019-196400)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３１２Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和3年6月25日(2021.6.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面に遊技領域を有する遊技パネルと、
　前記遊技領域の上方にあって該遊技領域内に打ち込まれた遊技球が通りうる第１球通路
部と、
　該第１球通路部の終端部に設けられていて該第１球通路部を通った遊技球が衝突しうる
球当て部と、
　前記第１球通路部から落下する遊技球を受けて下方に案内する第２球通路部と、
　前記遊技パネルに形成された開口部の周縁に取り付けられるセンターフレームと、
　を有する遊技機において、
　前記センターフレームは、
　分離可能な複数個のフレームパーツで形成され、
　前記複数個のフレームパーツの夫々には、前記遊技パネルの前面側にネジで取り付ける
ための取付孔を有する取付部が形成されており、該複数個のフレームパーツが前記遊技パ
ネルの前面側に取り付けられることで前記開口部の内側に遊技球が侵入することを抑止可
能であり、
　前記複数個のフレームパーツのうちの特定のフレームパーツには、前記球当て部に当た
って跳ね返る遊技球を受けて該遊技球を前記第２球通路部側に落下させうる跳ね球受部が
設けられており、
　さらに、前記複数個のフレームパーツは、電気的な部品を有しない無配線構造のフレー
ムパーツと、電気的な部品を有する有配線構造のフレームパーツとに分類され、
　前記特定のフレームパーツは、前記有配線構造のフレームパーツが前記遊技パネルに取
り付けられた状態で前記遊技パネルの前面側から着脱可能に前記遊技パネルに配置される
ようにし、
　該特定のフレームパーツは、電気的な部品を有しない前記無配線構造のフレームパーツ
であり、
　さらに前記特定のフレームパーツは、透明な合成樹脂で形成されており、前記遊技パネ
ルの後方に設けられた発光演出手段の光で後方から照らされるようにし、
　さらに前記特定のフレームパーツは、前記開口部の外側に向けて形成され、前記遊技パ
ネルの前面に対して段差を生ずる段差面を前記球当て部と前記跳ね球受部の間に形成して
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いない
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記の目的を達成するため本発明は、
　前面に遊技領域を有する遊技パネルと、
　前記遊技領域の上方にあって該遊技領域内に打ち込まれた遊技球が通りうる第１球通路
部と、
　該第１球通路部の終端部に設けられていて該第１球通路部を通った遊技球が衝突しうる
球当て部と、
　前記第１球通路部から落下する遊技球を受けて下方に案内する第２球通路部と、
　前記遊技パネルに形成された開口部の周縁に取り付けられるセンターフレームと、
　を有する遊技機において、
　前記センターフレームは、
　分離可能な複数個のフレームパーツで形成され、
　前記複数個のフレームパーツの夫々には、前記遊技パネルの前面側にネジで取り付ける
ための取付孔を有する取付部が形成されており、該複数個のフレームパーツが前記遊技パ
ネルの前面側に取り付けられることで前記開口部の内側に遊技球が侵入することを抑止可
能であり、
　前記複数個のフレームパーツのうちの特定のフレームパーツには、前記球当て部に当た
って跳ね返る遊技球を受けて該遊技球を前記第２球通路部側に落下させうる跳ね球受部が
設けられており、
　さらに、前記複数個のフレームパーツは、電気的な部品を有しない無配線構造のフレー
ムパーツと、電気的な部品を有する有配線構造のフレームパーツとに分類され、
　前記特定のフレームパーツは、前記有配線構造のフレームパーツが前記遊技パネルに取
り付けられた状態で前記遊技パネルの前面側から着脱可能に前記遊技パネルに配置される
ようにし、
　該特定のフレームパーツは、電気的な部品を有しない前記無配線構造のフレームパーツ
であり、
　さらに前記特定のフレームパーツは、透明な合成樹脂で形成されており、前記遊技パネ
ルの後方に設けられた発光演出手段の光で後方から照らされるようにし、
　さらに前記特定のフレームパーツは、前記開口部の外側に向けて形成され、前記遊技パ
ネルの前面に対して段差を生ずる段差面を前記球当て部と前記跳ね球受部の間に形成して
いない
　ことを特徴とする。
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